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１【提出理由】

2026年３月26日開催の当社第208期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年３月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金57円　総額11,852,412,762円

効力発生日

2026年３月27日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、種橋牧夫、野村均、小澤克人、和泉晃、秋田秀士、神保健、古林慎二郎、恩地祥

光、服部秀一、木下由美子、西澤順一、田内直子の各氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、三縞祐介氏を選任する。

第４号議案　取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

取締役等に付与される１事業年度当たりのポイント数の上限を100,000ポイントから200,000ポイン

ト(うち取締役分として40,000ポイントから100,000ポイント)に増額すること、及び解任された場合

等、一定の事由が生じたときは、給付を受ける権利の全部又は一部を取得させないこととすること

等、取締役に対する株式報酬制度の一部を改定する。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果等

①　基準日(2025年12月31日)現在における議決権の状況

議決権を行使できる株主数　 18,056名

総議決権数　　　　　　　2,077,324個
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②　当該決議の結果等

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
総議決権
行使数(個)

決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

1,785,853 279 30 1,787,248 可決　 (99.9)

第２号議案
取締役12名選任の件

      

種 橋　牧 夫 1,692,450 93,679 30 1,787,245 可決 (94.6)

野 村　 均 1,662,584 112,615 10,957 1,787,242 可決 (93.0)

小 澤　克 人 1,676,712 98,487 10,957 1,787,242 可決 (93.8)

和 泉　 晃 1,699,056 87,070 30 1,787,242 可決 (95.0)

秋 田　秀 士 1,712,843 73,287 30 1,787,246 可決 (95.8)

神 保　 健 1,712,832 73,298 30 1,787,246 可決 (95.8)

古 林　慎二郎 1,712,823 73,307 30 1,787,246 可決 (95.8)

恩 地　祥 光 1,773,516 12,615 30 1,787,247 可決 (99.2)

服 部　秀 一 1,739,087 47,044 30 1,787,247 可決 (97.3)

木 下　由美子 1,782,166 3,965 30 1,787,247 可決 (99.7)

西 澤　順 一 1,746,044 40,086 30 1,787,246 可決 (97.6)

田 内　直 子 1,782,174 3,957 30 1,787,247 可決 (99.7)

第３号議案
監査役１名選任の件

      

三 縞　祐 介 1,617,915 168,212 30 1,787,243 可決 (90.5)

第４号議案
取締役に対する株式報酬
制度の一部改定の件

1,730,485 55,648 30 1,787,249 可決 (96.8)

 

(注) １．各議案の可決要件は次のとおりであります。

第１号議案、第４号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第２号議案、第３号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

２．本総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立いたしました。よって、上記賛成、反対、棄権の

各個数には、当日出席した株主のうち、賛否の確認ができていない議決権数(1,086個)は含まれておりませ

ん。

３．「総議決権行使数」は、本総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主の議決権数(上記1,086個の議決

権数を含む)を合計したものであります。

 
以上

 

EDINET提出書類

東京建物株式会社(E03859)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

